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佐賀県議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年10月４日 

佐賀県議会議長  藤  木  卓 一 郎    

 佐賀県議会規則第３号 

   佐賀県議会会議規則の一部を改正する規則 

 佐賀県議会会議規則（昭和32年佐賀県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

第16章 協議又は調整を行うための場    第16章 協議又は調整を行うための場 

 （協議又は調整を行うための場）  （協議又は調整を行うための場） 

第128条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に

関し協議又は調整を行うための場（以下「協議等の場」という｡）

を別表のとおり設ける。 

第128条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に

関し協議又は調整を行うための場（以下「協議等の場」という｡）

を別表のとおり設ける。 

２・３ 略 ２・３ 略 

 ４ 前各項の規定にかかわらず、議長及び副議長は、必要があると認

める場合は、協議等の場に出席して発言することができる。  

４ 略 ５ 略 

別表（第128条関係） 

名称 目的 構成員 招集権者 

 略 

選挙管理

委員等選

考委員会 

選挙管理委員

会の委員及び

補充員の選考

に関する事項

の協議 

議長、副議長、議会

運営委員長、議会運

営委員会副委員長及

び各会派から選出さ

れた議員 

委員長（委員長

が選出される

までは議長） 

選挙区及

び定数検 

県議会議員の

定数及び各選 

議長、副議長、議会

運営委員長、議会運 

委員長（委員長

が選出される 
 

別表（第128条関係） 

名称 目的 構成員 招集権者 

 略 

選挙管理

委員等選

考委員会 

選挙管理委員

会の委員及び

補充員の選考

に関する事項

の協議 

議会運営委員長、議

会運営委員会副委

員長及び各会派か

ら選出された議員 

委員長（委員長

が選出されるま

では議会運営委

員長） 

選挙区及

び定数検 

県議会議員の

定数及び各選 

議会運営委員長、議

会運営委員会副委 

委員長（委員長

が選出されるま 
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改正前 改正後 

討委員会 挙区において

選挙すべき議

員の数に関す

る事項の協議 

営委員会副委員長及

び各会派から選出さ

れた議員 

までは議長） 

 略 

議会改革

検討委員

会 

議会改革に関

する事項の協

議 

議長、副議長、議会

運営委員長、議会運

営委員会副委員長及

び各会派から選出さ

れた議員 

委員長（委員長

が選出される

までは議長） 

 略 
 

討委員会 挙区において

選挙すべき議

員の数に関す

る事項の協議 

員長及び各会派か

ら選出された議員 

では議会運営委

員長） 

 略 

議会改革

検討委員

会 

議会改革に関

する事項の協

議 

議会運営委員長、議

会運営委員会副委

員長及び各会派か

ら選出された議員 

委員長（委員長

が選出されるま

では議会運営委

員長） 

 

 略 
 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


